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問　
駅
や
公
共
施

設
な
ど
で
の
モ
ニ

タ
リ
ン
グ
検
査
実

施
に
よ
り
、
新
型

コ
ロ
ナ
無
症
状
感

染
者
の
早
期
発
見

を
。

答　
県
が
３
月
に

実
施
し
た
主
要
駅

で
の
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
検
査
の

結
果
、
陽
性
疑
い
は
い
な

か
っ
た
。

　
感
染
拡
大
の
状
況
下
で
検

査
を
実
施
し
た
場
合
、
保
健

所
機
能
が
低
下
し
医
療
体
制

の
ひ
っ
迫
を
招
き
、
有
症
状

者
に
も
影
響
を
及
ぼ
す
と
推

察
さ
れ
る
。

　
市
で
は
感
染
リ
ス
ク
の
高

い
施
設
に
タ
ー
ゲ
ッ
ト
を
絞

り
施
策
を
展
開
し
て
い
る
の

で
、
無
症
状
者
に
幅
広
く
モ

ニ
タ
リ
ン
グ
検
査
の
実
施
は

考
え
て
い
な
い
。

問　
公
共
施
設
に
サ
ー
モ
グ

ラ
フ
ィ
ー
カ
メ
ラ
の
設
置

を
。

答　
会
議
室
で
利
用
し
て
い

る
消
毒
機
能
付
き
非
接
触
体

温
計
を
市
役
所
本
庁
舎
の
一

部
出
入
口
に
設
置
し
た
。
第

２
庁
舎
と
大
井
総
合
支
所
に

も
入
荷
次
第
設
置
す
る
。

問　
全
て
の
子
育
て
世
帯
が

対
象
と
な
る
助
成
制
度
を
導

入
で
き
な
い
か
。

答　
食
材
費
の
み
を
保
護
者

負
担
と
し
て
い
る
。

　
市
の
財
源
は
、
教
育
環
境

の
整
備
や
充
実
に
投
入
す
る

こ
と
で
快
適
良
好
な
学
習
環

境
の
場
を
提
供
し
還
元
し
て

い
き
た
い
。

学
校
給
食
費
の
助
成

制
度

い
ろ
」
で
支
援
を
し
て
い
る

市
民
を
対
象
に
実
施
し
た
。

　
７
月
に
は
全
て
の
児
童
扶

養
手
当
受
給
者
へ
の
周
知
を

図
っ
た
。

問　
消
防
水
利
の
確
保
は
。

答　
貯
水
槽
３
基
が
計
画
さ

れ
て
い
る
。
防
火
水
槽
40
㎥

１
基
に
お
い
て
40
分
程
度
の

放
水
が
で
き
る
量
を
蓄
え
て

い
る
と
考
え
る
。
消
火
栓
は

既
設
の
消
火
栓
な
ど
が
周
辺

道
路
に
12
ヵ
所
あ
る
。

大
原
二
丁
目
マ
ン
シ

ョ
ン
の
消
防
水
利

問　
現
状
と
取
り
組
み
は
。

答　
市
内
に
は
９
ヵ
所
の
子

ど
も
の
居
場
所
が
あ
る
。
国

や
県
の
取
り
組
み
や
助
成
金

の
情
報
提
供
、
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
等
に
よ
る
各
団
体
の

取
り
組
み
の
紹
介
、
担
い
手

や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
発
掘
な
ど

の
取
り
組
み
を
行
っ
て
い

る
。

　
コ
ロ
ナ
禍
で
は
県
、
市
の

災
害
備
蓄
品
、
寄
付
さ
れ
た

食
材
や
日
用
品
、
介
護
予
防

セ
ン
タ
ー
の
畑
で
収
穫
し
た

野
菜
の
提
供
を
行
っ
て
い

る
。

問　

市
独
自
で
定
時
定
点

の
フ
ー
ド
パ
ン
ト

リ
ー
の
実
施
を
。

答　
６
月
、
ふ
じ

み
野
子
育
て
応

援
フ
ー
ド
パ
ン
ト

リ
ー
と
名
称
を
定

め
、
介
護
予
防
セ

ン
タ
ー
に
お
い

て
、
福
祉
総
合
相

談
セ
ン
タ
ー
「
よ

り
そ
い
」、「
に
じ

問　
令
和
元
年
度
決
算
で
明

ら
か
に
な
っ
た
違
法
流
用
に

つ
い
て
、
市
長
の
責
任
と
市

民
に
対
す
る
説
明
責
任
は
。

答　
報
道
機
関
を
通
じ
て
内

容
と
市
長
コ
メ
ン
ト
を
発
出

し
て
い
る
。
広
報
誌
な
ど
で

は
現
在
の
と
こ
ろ
考
え
て
い

な
い
。

問　
チ
ェ
ッ
ク
で
き
な
か
っ

た
原
因
は
。

答　
「
項
」
間
の
流
用
を
入

力
す
る
た
め
に
、
制
御
を
外

し
て
い
た
タ
イ
ミ
ン
グ
で
当

該
流
用
の
入
力
が
行
わ
れ

た
。決
裁
に
あ
た
っ
て
、「
款
」

に
目
が
い
か
な
か
っ
た
。

問　
再
発
防
止
対
策
は
。

答　
シ
ス
テ
ム
制
御
を
外
さ

な
く
て
も
良
い
よ
う
科
目
ご

と
に
個
別
設
定
し
、
財
政
課

へ
の
事
前
協
議
書
を
提
出
す

る
こ
と
に
し
た
。

問　
公
助
と
自
助
・
共
助
の

関
係
に
つ
い
て
、
市
の
責
任

水
害
時
の
宅
地
内
の

排
水
と
消
毒

と
負
担
は
。

答　
宅
地
内
の
排
水
は
所
有

者
が
行
う
こ
と
を
原
則
と
す

る
が
、
補
助
制
度
も
あ
る
。

　
消
毒
は
、
感
染
予
防
の
た

め
職
員
が
巡
回
し
希
望
に
よ

り
所
有
者
の
許
可
を
得
て
行

う
。

問　
医
療
機
関
の
非
常
用
電

源
確
保
は
。

答　
平
時
よ
り
自
助
に
よ
る

配
備
を
働
き
か
け
て
い
く
。

大
規
模
災
害
時
の

電
源
確
保

問　
学
校
に
行
き
授
業
を
受

け
る
こ
と
が
最
も
重
要
。
一

方
、
感
染
症
対
策
と
し
て
、

自
宅
で
授
業
を
受
け
さ
せ
た

い
と
い
う
方
も
い
る
。
選
択

登
校
制
の
導
入
は
。

答　
現
在
は
検
討
し
て
い
な

い
。
感
染
症
対
策
を
徹
底
し

て
不
安
を
取
り
除
き
、
学
校

に
来
る
意
義
を
説
明
し
て
い

く
。

問　
高
齢
者
の
栄
養
改
善
や

筋
力
低
下
の
防
止
な
ど
を
目

的
に
、
買
い
物
リ
ハ
ビ
リ

テ
ー
シ
ョ
ン
の
実
施
を
。

答　
生
活
支
援
体
制
整
備
事

業
で
協
議
体
を
立
ち
上
げ
、

買
い
物
に
行
き
に
く
い
人
へ

の
支
援
等
に
つ
い
て
検
討
が

始
ま
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、

情
報
提
供
し
て
い
き
た
い
。

問　

国
の
計
画
で
、
行
政

サ
ー
ビ
ス
の
１
０
０
％
デ
ジ

フ
レ
イ
ル
事
業
の

拡
充
を

大
変
革
に
早
期
対
応
を

タ
ル
化
が
示
さ
れ
た
。
全

体
を
統
括
す
る
Ｉ
Ｔ
コ
ー

デ
ィ
ネ
ー
タ
の
早
期
導
入

を
。

答　
組
織
体
制
や
外
部
人
材

の
登
用
を
含
め
、
人
材
確
保

を
検
討
し
て
い
く
。

問　
運
動
公
園
に
隣
接
す
る

調
整
池
を
、
ス
ケ
ー
ト
ボ
ー

ド
が
楽
し
め
る
施
設
に
し
て

は
。

答　
施
設
整
備
を
考
え
る
前

に
愛
好
家
に
団
体
を
設
立
し

て
も
ら
い
、
市
民
の
理
解
を

得
ら
れ
る
ル
ー
ル
作
り
が
必

要
と
考
え
る
。

調
整
池
の
有
効
活
用
を

子
ど
も
の
居
場
所
づ
く
り
は

床
井　
紀
範 

議
員

コ
ロ
ナ
禍
で
の
健
康
と

学
び
の
両
立
を小

林　
憲
人 

議
員運動公園に隣接する調整池

違
法
流
用
の
説
明
責
任

塚
越　
洋
一 

議
員

命
を
守
る
た
め
に

検
査
拡
大
を

伊
藤　
初
美 

議
員

公公園・学校・公共施設園・学校・公共施設のの安全点検結果報告安全点検結果報告
　安心・安全に利用できる公共施設を目指し、毎年、７月 25 日〜 31 日を公共施設安全点検週間と定め、
市内の各施設を点検しています。また、道路や公園などについては年間を通じて点検、修繕が行われてい
ます。これらの点検結果が議会に報告されました。

　児童デイたんぽぽ上ノ原では敷地内
のブロック塀に経年劣化によるクラッ
クが生じました。大規模な地震が発生
した場合に倒壊の恐れがあるので、危
険箇所を撤去し、新たなフェンスが設
置されました。

修繕前 修繕後

チェック！

北朝鮮当局によって拉致
された被害者等の支援に

関する法律」（拉致被害者支援法）等の改
正を求める意見書
　ふじみ野市在住の渡辺秀子さんの長女・高
敬美さん、長男・高剛さんが北朝鮮に拉致さ
れましたが、当時の国籍法により日本国籍を
有しないお二人は、他の拉致被害者と異なり、
安否の確認、充実した情報提供が受けられな
い現状にあり、日本国民とその家族を拉致被
害者支援法等の対象とするように求めるもの
です。
� 送付日：令和３年９月24日

意見書
全会一致で可決

性的指向・性自認に関す
る差別解消を目的とした

法整備を求める意見書
　多様な性の在り方やそれぞれの違いを受け
入れ、多様な生き方を認め合う社会を実現
すること、すなわち性的指向・性自認に関す
る差別解消は喫緊の課題であり、同性パート
ナーと生活をする場合にも差別的な取り扱い
を受けることがないように、適切な措置を講
ずるとともにだれもがその能力を発揮して社
会参加が可能となるための法整備を求めるも
のです。
� 送付日：令和３年９月24日

意見書
全会一致で可決


